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教育

　
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う

労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
子

の
看
護
休
暇
の
対
象
と
な
る
子
の
範
囲
を
拡
大
す
る
等
改

正
す
る
も
の
で
す
。

　
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
お
け
る
食

事
の
提
供
の
規
定
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

企画調整事務費
総務

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

条例

条例

　
国
の
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
地
方
創
生
臨
時
交
付
金

を
活
用
し
、
各
事
業
を
実
施
す
る
た
め
、
21
億
５
，
４
２

１
万
６
千
円
を
追
加
す
る
も
の
で
す
。

令
和
７
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

補正

行政情報化推進事業

防災機能強化事業

Q

Q

A

A

空き家対策事業で、財産管理人制度の活用とは。
財産管理人制度は、裁判所が選任した財産管理人
がその財産の管理や処分行為を行う民法に規定さ
れている制度である。空き家の管理や売却、建物
の解体などの管理命令を目的として、市町村長が
地方裁判所や家庭裁判所に財産管理人選任申立て
を行うことで、管理人がおらず改善される見込み
もない不良状態にある空き家の解消を図ることが
できることになる。

渋沢栄一生誕185年記念イベントを、11月に展
開するということだが、なぜ11月の渋沢栄一翁
をしのぶ月に生誕を祝うイベントを行うのか。
令和7年は渋沢栄一翁の生誕185年の年に当た
り、これに合わせて本年1年間を通して栄一翁の
生誕をお祝いし、PRを行っていきたい。記念イ
ベントは栄一翁をしのぶことはもちろんだが、栄
一翁を活用し地域活性化を図ることも重要である
と考え、11月の大規模なイベントと連携して展
開していきたいと考えている。

空き家対策事業

渋沢栄一政策推進事業

Q

A

来年1月1日の市政施行20周年を祝う事業として
どのような事業を検討しているのか。
新市誕生から20周年を市民の方々と祝うため、
深谷市誕生20周年記念事業実施方針を定めた。
構成する事業としては、特別事業、冠事業、PR
事業を考えている。

Q

A

行政情報化推進事業で、生成AIを業務に活用する
ということだが、この内容は。
対話型生成AIと特定型生成AIの2種類の生成AIを
本導入する予定である。令和6年度に実証実験を
実施し、文章の要約等の点で非常に効果的といっ
た結果を得ている。

Q

A

防災士養成研修講座で、費用の個人負担はあるの
か。またこの実施会場は深谷市内か。
個人負担は求めておらず、無料で実施していく。
また、会場は深谷市内で実施していく予定である。

論語の里施設管理活用事業
Q
A
栄一記念館や中の家の入場料を徴収する考えは。
新一万円札の発行等で、栄一翁の名が全国に知れ
渡ったが、その功績は非常に幅が広く、引き続き
周知が必要である。入場料が無料であることでよ
り多くの方に各施設をご覧いただいており、現在
のところ各施設を有料化する予定はない。

小学校・中学校給食事業

いじめ・不登校対策事業

小学校教育活動推進事業

Q
A
小学校、中学校それぞれの食材費補助額は。
令和4年10月から給食費補助を実施している。
令和7年度の補助額は月額で小学生は1人当たり
950円、中学生は1,150円の補助となっている。

Q

Q

A

A

不登校児童に対する対応は。
令和5年度深谷市の不登校児童生徒の人数は小学
校38名、中学校165名であり、令和6年度はこ
の人数をさらに上回ることが予想される。このた
め、校内教育支援センター「アプローチルーム」
の全校設置、教育研究所内に校外教育支援セン
ターとして「いきいきスクール」、「いきいきナイ
トスクール」の設置に加え、今年8月にフリース
ペース「えがお」を設置した。

令和7年度は常盤小学校に民間プールを活用した
授業の実証実験を行うとあるが、小学校全体を対
象に行うことはあるのか。
令和4年度から、プールの老朽化が進んでいる岡
部地区の小学校でパティオを活用した水泳授業を
行っている。一方、パティオの利用校数には限り
があることをふまえ、令和7年度から次に老朽化
順位の高い常盤小学校にて民間プールを活用した
水泳授業を行う。従来の教員の指導に加え、イン
ストラクターによる専門的な指導によって、児童
の技能や学びに向かう力などがどのように変化す
るか、水泳授業の在り方についてさらに研究を進
めていこうと考える。

Q　

市
職
員
の
休
暇
の
現
状
は
。

A　

育
児
休
業
や
病
気
休
暇
な
ど
の
場
合
は
、
会
計
年
度
任

用
職
員
を
配
置
し
て
い
る
。
子
の
看
護
休
暇
等
は
、
時
間
単

位
、
日
単
位
で
休
暇
申
請
す
る
も
の
で
あ
り
、
職
員
の
補
充

は
行
わ
な
い
。
時
間
外
勤
務
の
制
限
も
同
様
で
あ
る
。
子
の

看
護
休
暇
の
取
得
状
況
は
一
般
職
を
例
に
す
る
と
、
令
和
2

年
の
総
取
得
者
数
が
80
人
、
1
人
当
た
り
の
平
均
取
得
日
数

が
3
日
で
、
令
和
6
年
度
は
総
取
得
者
数
が
1
2
6
人
、
平

均
習
得
日
数
は
3
．
9
日
で
、
増
加
傾
向
で
あ
る
。

Q　

条
例
改
正
に
よ
っ
て
変
わ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
。

A　

改
正
法
の
内
容
を
実
行
で
き
る
よ
う
、
例
規
規
定
を
整

え
る
。
改
正
後
、
雇
用
環
境
整
備
と
し
て
、
制
度
周
知
や
個

別
相
談
等
を
し
て
い
く
。
本
改
正
を
理
由
と
し
た
採
用
や
会

計
年
度
任
用
職
員
の
増
減
は
な
い
。

Q　

休
暇
取
得
者
が
増
加
傾
向
だ
が
、
対
応
で
き
な
い
場
合

は
ど
う
す
る
の
か
。

A　

現
状
は
厳
し
い
状
況
で
は
な
い
た
め
、
職
員
の
採
用
や

会
計
年
度
任
用
職
員
の
増
員
は
考
え
て
い
な
い
。

Q　

介
護
施
設
等
整
備
費
補
助
事
業
に
つ
い
て
、
当
初
か
ら

8
，
9
3
7
万
円
と
金
額
が
大
き
い
が
、
ど
の
く
ら
い
の
施

設
に
行
き
渡
る
も
の
な
の
か
。

A　

こ
の
事
業
は
、
物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
た
高
齢
者
施

設
等
の
事
業
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

価
格
や
食
料
品
等
に
要
す
る
経
費
を
支
給
す
る
も
の
で
あ
る
。

補
助
内
容
に
つ
い
て
は
、
入
所
の
施
設
、
通
所
の
施
設
、
訪

問
系
の
施
設
の
3
種
類
に
分
か
れ
て
お
り
、
入
所
の
施
設
は

1
人
あ
た
り
1
万
6
，
9
0
0
円
で
4
，
0
1
0
人
、
通
所

の
施
設
は
1
事
業
所
あ
た
り
17
万
7
，
9
0
0
円
で
1
1
0

事
業
所
、
訪
問
系
の
施
設
は
1
事
業
所
あ
た
り
1
万
5
，
9

0 

0
円
で
1
2
3
事
業
所
と
し
て
算
出
し
た
。

Q　

農
業
施
策
推
進
事
業
に
お
け
る
肥
料
や
飼
料
の
購
入
費

に
関
わ
る
も
の
の
一
部
を
助
成
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
農
業

に
携
わ
る
方
は
、
肥
料
や
飼
料
は
安
い
時
に
ま
と
め
て
購
入

さ
れ
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
時
期
が
過
ぎ
た
も
の
に
関
し
て
の

支
援
は
あ
る
の
か
。

A　

令
和
6
年
中
に
購
入
さ
れ
た
肥
料
及
び
、
飼
料
に
対
す

る
補
助
と
な
る
。

Q　

補
助
金
の
対
象
件
数
は
。

A　

対
象
者
は
、
令
和
6
年
12
月
末
で
、
認
定
農
業
者
が
4

2 

4
経
営
体
、
認
定
新
規
就
農
者
が
33
経
営
体
で
あ
る
。

Q　

地
域
通
貨
事
業
に
お
い
て
、
実
施
時
期
と
ポ
イ
ン
ト
還

元
率
は
。

A　

重
点
支
援
金
の
目
的
を
踏
ま
え
、
周
知
期
間
を
考
慮
し

な
が
ら
速
や
か
に
開
始
す
る
。
令
和
5
年
度
と
同
様
20
％
の

ポ
イ
ン
ト
還
元
率
を
予
定
し
て
い
る
。

Q　

資
格
の
取
扱
い
の
規
定
の
変
更
で「
栄
養
士
」が「
栄
養

士
及
び
管
理
栄
養
士
」に
な
る
と
の
事
だ
が
、
将
来
的
に
管

理
栄
養
士
の
働
き
方
に
つ
い
て
、
シ
ナ
ジ
ー
効
果
を
考
え
て

い
る
か
。

A　

今
回
、
管
理
栄
養
士
が
加
え
ら
れ
た
事
情
に
つ
い
て
は
、

地
方
分
権
一
括
法
の
中
で
、
地
方
か
ら
の
提
案
に
基
づ
き
、

管
理
栄
養
士
を
目
指
す
か
た
の
手
続
き
や
、
費
用
負
担
の
軽

減
、
県
の
栄
養
士
免
許
交
付
等
の
負
担
軽
減
の
た
め
、
国
が

法
改
正
を
し
て
き
た
流
れ
の
中
で
、
本
条
例
に
関
す
る
改
定

が
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
下
水
道
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
公
共
下
水
道

に
排
除
さ
れ
る
下
水
の
水
質
の
基
準
に
関
す
る
規
定
を
改

正
す
る
も
の
で
す
。

下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

条例
Q　

環
境
基
本
法
改
正
を
受
け
て
、
大
腸
菌
群
数
を
大
腸
菌

数
に
改
め
る
と
い
う
が
、
見
直
し
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
か
。

A　

培
養
技
術
の
進
歩
に
よ
り
、
大
腸
菌
の
検
出
が
的
確
に

で
き
る
技
術
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
今
回
法
令
の
見
直

し
と
な
っ
た
。


